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【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

2008 年４月 22日、日本政府が国連に対して

子どもの権利条約に関する第３回政府報告書を

提出した。外務省ウェブサイト（http://www.

mofa.go.jp）の「児童の権利条約」コーナーにも、

さっそくＰＤＦファイルで掲載されている。提

出期限（2006 年５月 21日）からおよそ２年遅

れての提出であった（以下、〔　〕内の数字は

報告書のパラグラフ番号）

なお、今回の報告対象期間は基本的に 2001

年６月（第２回報告書作成時点）から 2006 年

３月までである。「重要な施策や法改正」につ

いては 2007 年７月まで報告に含まれており、

2007 年５月の児童虐待防止法改正〔19・308〕

や少年法改正〔460〕についても取り上げられ

ている。2006 年 12 月の教育基本法改正につい

ても簡単に触れられているが〔25〕、「これまで

の基本法に引き続き、教育を行うにあたり個人

の尊厳を重んずる事を規定している」と述べる

のみで、十分な報告とはなっていない。

第３回政府報告書とあわせて、「武力紛争に

おける児童の関与に関する選択議定書」および

「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関す

る選択議定書」についての第１回政府報告書も

提出された。提出期限はそれぞれ 2006 年９月

２日と 2007 年２月 24日で、やはり遅れ気味の

提出である。

国連・子どもの権利委員会がこれらの報告書

の審査を行なう時期は未定だが、いまのところ、

どんなに早くても 2010 年１月以降になると思

われる。なお、３つの報告書は一括して、おそ

らく１日半（９時間）程度の日程で審査される

見込みである。

第３回政府報告書の特徴と暫定的評価
子どもの権利条約についての政府報告書はこ

れが３回目になるにも関わらず、その内容およ

び質が従来のものよりも向上したとは言えな

い。とりいそぎ、第３回政府報告書について、

以下のような特徴と問題点を指摘しておく。

（a） 委員会の勧告に誠実に応答しようとしてい

ない

子どもの権利委員会による勧告を意識した記

述は従来の報告書よりも増え、過去の総括所見

（最終見解）に直接言及している箇所もいくつ

かある。しかし、委員会の勧告を踏まえて改善

のための方策をとった旨の記述は皆無に近い。

関連の記述は、(i) これまでの総括所見に単に形

式的に触れるか、(ii) 委員会による勧告の内容

を理解していないか、(iii) 審査の過程で表明さ

れた委員会の見解に明確に反論せず、従来の主

張を繰り返すかのいずれかに留まっている。

たとえば性的同意年齢（13 歳）の引上げを

求められた件については、児童買春・児童ポル

ノ禁止法で 18 歳未満の子どもが児童買春行為

から保護されていると述べるに留まり〔117〕、

性的同意年齢そのものが低すぎるという委員会

の懸念を理解していない。

【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出
～ 国連・子どもの権利委員会との「建設的対話」の

意思を感じさせない内容～
平野裕二（代表委員）
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【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

婚姻年齢の男女差（男 18歳・女 16 歳）につ

いても、「肉体的及び精神的な発育において男

女間に差があることは一般的に認められてい

る」として、「合理的な理由に基づく」差異で

あるとしている〔139〕。これは従来からの主張

の繰り返しであり、子どもの権利委員会や女性

差別撤廃委員会の見解に説得力ある形で反論で

きていない。婚外子差別〔216 － 219〕につい

ても同様である。

委員会から指摘された「教育制度の過度に競

争的な性質」（第２回総括所見パラ 49）につい

ても、これを意識した記述は見られるものの、「15

歳人ロが減少してきており、高等学校入学者選

抜における過度の受験競争は緩和されつつあ

る」〔423〕などと、いっさいのデータを示すこ

となく、またいわゆる「お受験」や塾通い等に

ついても触れることなく、述べるに留まってい

る。学習指導要領の見直しにともなって教育内

容の充実・増加が見込まれていることについて

も、「これらは子どもたちが社会において十分に

その個性や能力を伸ばすために必要不可欠の基

礎を培うものであって、競争的な性格により悪

影響が生じるとの指摘は当たらない」と、具体

的根拠を示すことなく述べるのみである〔424〕。

また、とくに「一般原則」や「基礎保健およ

び福祉」の章では、委員会の勧告を考慮した形

跡すらない。全体として、委員会の勧告を誠実

に考慮して十分に説明責任を果たした報告書と

はまったく評価できず、委員会と「建設的対話」

をしようとする意思があるのかどうかさえ疑わ

せるものとなっている。

（b） 「権利基盤アプローチ」が一顧だにされて

いない

とりわけ、第２回総括所見で最大の特徴で

あった「権利基盤（型）アプローチ」について

一顧だにされていないのは大きな問題である。

権利の視点を欠いた、それどころか子どもの権

利保障に逆行する多くの立法・政策措置が、そ

のことの自覚さえなく、堂々と報告されている。

「児童の権利の推進に資する新規立法、法律

改正」〔12〕として、児童買春・児童ポルノ禁

止法〔15・16〕や児童虐待防止法〔18〕を挙げ

ることは問題あるまい。いずれの法律でも、子

どもの権利を擁護することが目的として掲げら

れているためである。しかし、子どもをも処罰

対象とするいわゆる出会い系サイト規正法〔14〕

や、子どもの権利の視点がまったくない少子化

対策基本法〔17〕までもそこに含めることは、

やはり適切ではない。

そもそも前回の総括所見では、少年法改正や

教育基本法改正の動きを背景として、「締約国が

立法の包括的見直しを行なうとともに、条約の

原則および規定ならびにそこに掲げられた権利

基盤型アプローチとの全面的一致を確保するた

めにあらゆる必要な措置をとる」ことが勧告さ

れていた（パラ11）。この勧告に沿った措置が

とられてこなかったことは、周知のとおりである。

前回の総括所見では、「青少年育成施策大綱

において権利基盤型アプローチがとられ、……

かつ『子どもにふさわしい世界』と題する

2002 年国連子ども特別総会の成果文書のコ

ミットメントが考慮されることを確保するた

め、市民社会および若者団体と連携しながら同

大綱を強化すること」（パラ 13(a)）として、青

少年育成施策大綱（2003 年 12 月）の全面的見

直しも要求されていた。しかし第３回報告書で

は、このような勧告になんら触れることなく、

条約実施のための国内行動計画として同大綱を

ひきつづき挙げている〔32〕。2008 年に見直し

を行なう予定ともされているが〔37〕、その過

程で権利基盤アプローチをどのように考慮する

ȏɞɀȔzi«LLOzὂI¥ª  ;;;N KSIQILR;;;LUKPUOM;kh



4

【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

つもりなのかについては、いっさい触れられて

いない。

また、国連子ども特別総会（2002 年５月）の

成果文書「子どもにふさわしい世界」をフォロー

アップするための国別行動計画はいまだ策定さ

れていないが、第３回報告書はこの点について

も沈黙を保ち、同特別総会に向けて国別報告書

を作成したと報告するに留まっている〔31〕。し

かも、同特別総会は当初 2001 年９月の予定だっ

たものがいわゆる「９・11 事件」により 2002

年５月に延期されたのだが、報告書では「2001

年９月の……」と書かれており〔31〕、あまりに

もいいかげんである。

このほか「子どもと家族を応援する日本」重点

戦略の策定（2006 年６月）についても報告され

ているが〔34〕、これもあくまでも少子化対策の

一環であって、権利の視点が十分に反映されて

いるとは言いがたい。さらに、教育再生会議が「条

約の実施に向けた国内体制整備」に位置づけら

れている〔概要・33〕のはもはや噴飯物である。

また、前回の総括所見では、日本で権利基盤

アプローチへの理解が浸透していないことにつ

いても懸念が表明され（パラ20）、「意識啓発キャ

ンペーン、研修および教育プログラムが態度の

変革、行動および子どもの取扱いに与えた影響

を評価すること」（パラ 21(c)）や、「人権教育、

およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュ

ラムに含めること」（同 (d)）が求められていた。

しかし条約広報措置に関する記述〔78 －

105〕では、これらの勧告がまったく考慮され

ていない。そもそも条約の周知度調査や子ども

の権利に関する意識調査等は国レベルでは実施

されていないため、委員会が求めたように「影

響を評価する」ことは不可能である。学校カリ

キュラムについても人権教育について一般的に

述べるだけで〔88・419〕、条約および子どもの

権利が具体的にどのように教えられているかに

ついてはまったく報告されていない。なお、「広

報活動への児童の参画」の例として横浜会議（第

２回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会

議、2001 年 12月）での子ども参加が挙げられ

ているが〔105〕、まったく筋違いである。

権利基盤アプローチの不可欠な要素である子

どもの意見の尊重の原則および子ども参加〔192

－ 211〕についても、前回の勧告がまったく踏

まえられていない。委員会は、「子どもの意見が

どのぐらい考慮されているか、またそれが政策、

プログラムおよび子どもたち自身にどのような

影響をあたえているかについて定期的検討を行

なうこと」（パラ 28（c））も求めていたが、この

ような影響評価の視点が欠けていることは大き

な問題である。

そもそも、第３回報告書は依然として「保護」

偏重の内容となっており、それ自体、権利基盤

アプローチへの配慮を欠いている。「犯罪に強

い社会の実現のための行動計画」〔169〕や犯罪

被害から子どもを守るための対策〔186－ 190〕

など、「犯罪被害からの保護」が強調されてい

るのは第３回報告書の大きな特徴である。17条

（適切な情報へのアクセス）については、前回

と同様、「有害」な情報からの保護については

４ページ近くを割いて詳細に報告しているにも

関わらず〔243－ 256〕、メディア・リテラシー

等についてはまったく言及がない。また、虐待・

ネグレクトからの保護についてもかなり詳しく、

およそ８ページを費やしている〔306 － 342〕。

重要なのは、このような「保護」をいっそう効

果的なものとするために、子どもの意見をどの

ように聴き、どのように反映させたかという点

である。

（c） 重要なデータが欠落しており、子どもたち
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【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

の実態や施策の効果が見えない

第３回報告書では、「第２回政府報告書パラ

グラフ○○参照」で済ませている箇所が非常に

多い。前回の報告から変更がない法律・制度の

説明であればそれでもよいが、データの報告や

実態の評価が求められている箇所までもこのよ

うな対応で済ませるのは、報告制度をないがし

ろにするものである。とりわけ、里親・施設措

置などに関わる 20 条（家庭環境を奪われた子

ども）全体について、「第２回政府報告パラグ

ラフ 191を参照」で済ませているのはでたらめ

にもほどがある〔297〕。

第１回報告のころから一貫して問題になって

いることだが、日本政府の報告書をいくら読ん

でも、日本で暮らす子どもたちの実態はほとん

ど見えてこない。

国際養子縁組〔303〕、児童相談所・警察にお

ける虐待関連の相談件数等〔342〕。児童相談所

における性的搾取・虐待事件の処理件数〔560〕

などが挙げられているのは評価できるし、障害

児や少年司法の分野でも多くのデータが紹介さ

れている。

しかし掲載データの選択が体系的観点から行

なわれたとは思えず、子どもの権利の観点から

十分な評価を行なうことは不可能である。とり

わけ、２条（差別の禁止）との関連ではまった

くデータが挙げられておらず〔143 － 163〕、差

別と闘おうとする真摯な意図があるのかどう

か、疑わしい。

また、とくに教育分野では重要なデータを省

略する傾向が著しく、意図的な実態隠しを図っ

ているとしか思えない記述になっている。たと

えば不登校については「依然として相当数に

上って」いる〔408〕としながらも、具体的デー

タはまったく挙げられていない。高校中退〔409〕

についても、いじめ〔410 － 412〕についても、

体罰〔260 － 261〕についても同様である。た

とえば少年司法の分野では、少年院等における

暴行を理由とした職員の懲戒処分が 12 件あっ

たことが報告されている〔267〕。これも十分な

報告とは言えないが、教育分野を担当した文部

科学省に比べればましだとは言えよう。

この間大きな問題となってきた子どもの自殺

について言及した箇所もあるが〔183 － 185〕、

件数や原因をはじめとして、具体的データは挙

げられていない。、教育の章のいじめに関わる

項〔410 － 412〕でも、いじめを理由とする自

殺についてはまったく触れられていない。これ

も政府、とくに文部科学省の不誠実な姿勢の表

れである。

また、「児童の売買、児童買春及び児童ポル

ノに関する選択議定書」に関する第１回報告書

ではデータがまったく挙げられていない。その

ため、これまでにとられてきた措置の評価がい

ちじるしく不十分なものとなっている。

（d）条約に関する基本的理解が十分ではない

委員会が採択してきた一般的意見をまったく

参照していないこともあって、条約についての

基本的理解が誤っている箇所が少なからず見ら

れる。

とりわけ、差別の禁止、子どもの最善の利益、

子どもの意見の尊重といった条約の一般原則に

ついては、このような傾向がとくに顕著である。

政府は、「我が国においては、本章に係る４つ

の一般原則について最大限考慮しつつ、従来か

ら児童に係る取組を進めているところである」

〔概要〕としているが、それが報告書の記述に

よって裏づけられていない。

たとえば、前述したとおり、第３回報告書で

は差別の実態に関するデータがまったく挙げら

れていないが〔143 － 163〕、これはそもそも２
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【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

条についての理解を欠いていることの証左であ

る。子どもの最善の利益の原則（３条）につい

ても、たとえば「予算決定における『児童の最

善の利益』への考慮」の項〔54・55〕では関連

の予算額等の一般的報告しかしておらず、これ

が手続的原則であるという理解をまったく欠い

ている。少年院収容年齢の引き下げが「児童の

最善の利益」と位置づけられていること〔173〕

も、噴飯物である。庇護申請についても、申請

書を書くことができなければ陳述をもって代え

ることができる、16 歳未満の者については代

理人による申請が認められるなどと説明するの

みで〔176〕、庇護を認めるか否かの判断におい

て子どもの最善の利益がどのように考慮されて

いるかはまったく報告していない。

とくに子どもの意見の尊重の原則（12 条）

について、「なお、学校においては、校則の制定、

カリキュラムの編成等は、児童個人に関する事

項とは言えず、第 12 条１項でいう意見を表明

する権利の対象となる事項ではない」〔205〕と

述べているのは重大である。このような解釈は、

国際的にはまったく通用しない。

他に、少年法改正について、「少年司法基準

の趣旨に反するものではない」と繰り返し強弁

していることについても、同様のことが指摘で

きよう。たとえばいわゆる原則逆送制度につい

ては、「重大な罪を犯した場合には、少年であっ

ても刑事処分の対象となるという原則を明示す

ることが、少年の規範意識を育て、健全な成長

を図る上で必要である」などとして、「少年司

法基準の趣旨に反するものではない」と述べて

いる〔459〕。刑事手続適用年齢の引き下げにつ

いても、「14 歳、15 歳の年少少年による凶悪重

大事件が後を絶たず憂慮すべき状況にあったこ

とにかんがみ、少年の健全育成のためには、こ

の年齢層の少年であっても、罪を犯せば処罰さ

れることがあることを明示することにより、規

範意識を育て、社会生活における責任を自覚さ

せる必要があると考えられたため、刑事処分可

能年齢を刑法における刑事責任年齢と一致させ

て 14 歳とすることとしたというものであり、

この改正は、少年司法基準の趣旨に反するもの

ではない」〔480〕としている。これも国際的理

解に逆行するものである。

このほか、11条（不法な国外移送・不返還か

らの保護）はそもそも親どうしの子どもの奪い合

いを念頭に置いた規定だが、第３回報告書は子

どもの略取・誘拐・売買等について一般的に述

べるに留まっている〔290－ 291〕。また、30条（先

住民族・マイノリティの子どもの権利）にいう「マ

イノリティ」に外国人の子どもも含まれることは

国際的に確立した解釈となっているが、これま

でと同様、外国人の子どもについてはここでは

まったく触れられていない〔580－ 582〕。

（e） 自治体の取り組みを活かそうという視点が

ない

自治体レベルで進められている取り組みに目

を向けるようになったのは、数少ない前進のひ

とつとして一定の評価をすることができよう。

たとえば次のような記述が見られる。

「条約を踏まえた取組が地方自治体レベルに

も広がりつつあり、条約に示された児童の意見

表明の権利や社会参加、権利救済等を盛り込ん

だ条例の制定や児童のためのオンブズマンの設

置を行う自治体が現れてきている」（概要）

「内閣府の把握している限りで、このような

子どもの権利に関する条例を制定している地方

自治体は 10 団体、現在策定作業中である地方

自治体は 18団体となっている（2006 年１月現

在）」〔40〕

しかしこれも単なる紹介に留まっており、そ
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【速報】日本政府が子どもの権利条約第３回政府報告書を提出

のような経験を国レベルでどのように活かして

いくかという視点を欠いている。とくに子ども

オンブズマンについては、「自治体における地

方オンブズマンの設置を促進」することが委員

会から求められていた（第２回総括所見パラ

15(c)）ことを想起する必要がある。

（f） 市民社会と誠実に対話・協力しようという

姿勢がない

最後に、市民社会との対話・協力についても

いくつかの箇所〔43 等〕で述べられているが、

実態を十分に踏まえたものではない。そもそも、

第２回報告書の提出時には関連するＮＧＯに連

絡があり、報告書も外務省から直接送付されて

きたが、今回はそのような対応はなかった。

また、選択議定書に関する報告書作成につい

ては市民・ＮＧＯとの意見交換の機会は持たれ

なかったが、「市民・ＮＧＯからの意見を十分

に踏まえつつ作成した」などと報告されている。

これは虚偽の報告と言われてもしかたがあるまい。

＊　　　　＊

以上のとおり、子どもの権利条約に関する第

３回政府報告書は、これまでの２回の報告書か

らほとんど進歩していない内容となっている。

これまでの「建設的対話」の蓄積を無視してい

るという点では、いっそう問題があるとも言え

よう。子どもの人権連が事務局を務める「子ど

もの権利条約ＮＧＯレポート連絡会議」は、第

２回総括所見に「権利基盤アプローチ」の視点

が導入されるようにするうえで大きな役割を果

たしたが、第３回審査に向けても効果的な情報

提供を行なえるよう努力していきたい。

①子ども国会
②明和町立明和中学校
③多文化共生センター東京

各団体の実践は、本誌で随時紹介していきます。

バッジをご希望の方は、下記までご連絡ください。

子どもの人権連事務局
電話  ０３－３２６５－２１９７
FAX  同上
メールアドレス  kodomo@jtu-net.or.jp 
 

以下のように決定しました。
第9
回「子ど

もの権利条約具
体化のための実践」助成団体は、
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『フォーラム　子どもの権利研究2008』～子どもにとっての安心、岐路に立つ子どもの政策を考える～

近年、日本では教育、福祉、少年司法の分野

において重要な法改正が次々に行われた。この

ような法改正が、今後の子どもの政策にどのよ

うな方向づけを与えるのだろうか。そして、「子

どもの現場」に対して、これらの法改正がどの

ように影響するのだろうか。本稿では、この事

柄に関する 2月 23・24 日の 2日間に亘って開

催された「フォーラム　子どもの権利研究 2008」

について報告する。

1日目は、子どもに関わる緊急課題の一つで

ある「子ども相談」の体制と実践について、日

本と韓国それぞれの専門家から報告がなされ、

加えて、「子どもの権利をめぐる国際動向と今

後の方向性」について、国連・子どもの権利委

員会委員長である李亮喜氏による特別講演が行

われた。2日目は、児童虐待防止法の改正に伴

う警察権力の介入に関する問題、少年法改正に

伴う警察と検察の介入や刑事処罰の低年齢化、

そして少年院送致の年齢引き下げなどの問題、

教育関係法の改正と厳罰主義の問題について、

教育・福祉・司法の各分野の専門家による報告

がなされた。

今回のフォーラム全体を通じて、「参加権」

と「意見表明権」に関する事柄が議論となった。

第一は、子ども相談の権利保障についてであ

る。これは、韓国の木浦大学教授である金敬嬉

（キム・ギョンヒ）氏によって報告され、韓国

における子ども相談の現状と相談サービスの家

族問題に対する予防的機能の充実に関して述べ

たものである。報告では、具体例として虐待や

多文化家庭の子どもたちに対する相談が挙げら

れ、子どもたちが被虐待経験から発達上の困難

を抱えたり、親の低い経済力・社会的地位、教

育方針の差等のために家庭や学校教育上で問題

に直面していることが紹介された。金教授は、

このような事態に対して、児童相談所による子

ども相談が行われる一方で、実際には措置や養

子縁組に関連した業務に追われ、相談機能を果

たしきれておらず、その結果として家庭問題を

予防できるような相談サービスが不十分である

ということを指摘した。加えて、子ども相談は、

おとなによって行われ、対応される。その結果、

ほとんどの子どもは、親の判断や意思で、また

はおとなの判断によって相談を受ける。このよ

うに、子どもに良かれと下されたおとなの判断

は、必ずしも子どもの意思や主張と合致するわ

けではないことはもちろんだが、相談機能を果

たしきれていない子ども相談によって、子ども

たちが保護に関する権利や成長のための自主的

な参加を保障されない状況に追いやられる可能

性がある。子ども相談に求められているのは、

子どもの生存権・発達権・保護権の保障のみな

らず、意見表明権及び参加権の尊重とその実現

なのである。

第二は、少年法改正と少年司法の現状につい

てである。昨年、少年院送致年齢が「概ね 14

歳以上」から「概ね 12 歳以上」へと引き上げ

られ、さらに重大事件等の触法少年に対して警

『フォーラム　子どもの権利研究 2008』
～子どもにとっての安心、岐路に立つ子どもの政策を考える～

新山　恵里子（東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科子ども支援学コース在学）
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『フォーラム　子どもの権利研究2008』～子どもにとっての安心、岐路に立つ子どもの政策を考える～

察官の調査権限が認められるなど少年法の大き

な改正が行われた。神戸学院大学の佐々木光明

教授は、このような少年司法をめぐる状況を複

数の視点から考察した事柄を紹介した。その１

つが、子どもに対する周囲の視線である。少年

法改正には、少年による重大事件の発生が影響

しており、今回の改正には、2004 年の長崎県

佐世保市女子児童殺害事件や 2006 年の奈良母

子 3人放火殺人事件がその例として挙げられ

る。この事態に対して国会審議が繰り返し行わ

れてきた。佐々木教授は、この議論が司法矯正

施設への収容という社会的インパクトを優先し

た為に、「子どもにとって何が必要か、どんな

働きかけが必要か」という処遇論を軽視しその

衰退を招くような状況になっていることを指摘

した。この処遇論の軽視は、子どもの行為の結

果を重視する傾向を生じさせ、すべてを子ども

自身の問題に集約することによって資質論を浸

透させる可能性をもっている。このような資質

論は、司法だけではなく、教育の分野でも広が

りを見せている。それは、ゼロ・トレランスな

どの子どもの行動規制による学校現場の子ども

に対する関わりの「規制主義化」である。この

ようなおとなによって実行されるというスタン

ス及び、こどもが受動的にならざるを得ない子

ども不在の対策づくりが続く限り、こどもの想

いとおとなの考えは乖離したままであり、本当

の意味で子どもにとって利用しやすい支援には

成り得ないように思われる。

以上のことからわかるように、子どもの「生」

と子どもの政策は岐路に立っている。逆境とも

言える状況のなかで、我われは何をすべきなの

だろうか。

私は、おとな側に対する子どもの権利保障に

ついての正しい認識とそれに基づく言動・態度

を根付かせることや意見表明権の行使・助けを

求めていいという認識をこどもたちにもっても

らうことが、子ども自身を権利侵害・人権侵害

行為から守り、救うために必要不可欠であると

考える。

子どもたちは、何を思い、どのような生活を

送っているのであろうか。今一度、子どもたち

の声に耳を傾け、対話を重ねていかなければな

らない。

『子どもたちのこと、もっともっと知っていき

ましょう』
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フォーラム　子どもの権利研究2008

2008 年２月 23日（土）、24日（日）に「フォー

ラム　子どもの権利研究 2008」【主催：フォー

ラム子どもの権利研究 2008 実行委員会（子ど

もの権利条約総合研究所・子どもの人権研究会・

児童福祉法研究会）】が東洋大学において開催

された。今回は、国連・子どもの権利委員会に

対し日本の第３回政府報告書の提出が予定され

ていることもあり、日本の子ども政策・法制と

その影響下にある子どもの現場において、子ど

もの権利がどのように実現してきたか、あるい

は実現されてこなかったかについて多面的に検

証していく機会となった。また国連・子どもの

権利委員会委員長の李亮喜（イ・ヤンヒ）氏の

特別講演も行われ、子どもの権利をめぐる国際

動向について報告された。さらに、３回目とな

る日韓共同研究では子どもの相談のあり方につ

いて研究成果が検討された。

１． 日韓共同研究「子ども相談の現状と課題―

子どもの安心を支える条件の解明」

森田明美氏（東洋大学）の挨拶により開会さ

れた第１日目は、浜田進士氏（聖和大学）と半

田勝久氏（東京成徳大学）のコーディネートの

もと、子ども相談の制度と実践について、日本

と韓国での取り組みの総合的な研究が行われた。

国レベルで独自の相談機関を設置している韓国

からは、韓国青少年相談院院長である李培根

（イ・ベグン）氏と子ども学の専門家である金

敬姫（キム・ギョンヒ）氏から報告があり、子

どもの権利学会会長である安東賢（アン・ドン

ヒョン）氏から特別発言がなされた。日本から

は、スクールカウンセラーである斉藤富由起氏

（千里金蘭大学）が報告を行った。

（１）韓国からの報告
青少年カウンセリングの現状と課題（李培根／

韓国青少年相談院院長）

韓国では 18 歳未満の者を子どもと定義して

いるが、それとは別に９～ 24 歳までの者を対

象とする青少年施策が存在する。李氏は年齢区

分から青少年施策が子ども施策と相当領域で重

なっていることに言及し、青少年施策における

カウンセリング（相談）事業について①青少年

カウンセリングの概念と領域②青少年カウンセ

リングの歴史と発展③青少年カウンセリングの

現況④青少年相談機関の現況⑤青少年カウンセ

リングの現場の５つの側面から以下のように報

告した。

青少年カウンセリングは、「青少年の社会適

応を促し、自分の潜在能力を最大限に実現でき

るよう援助する」ことを目標とする専門活動で

ある。よって既存のDSM-IV に基づき青少年

固有の問題を診断・分類することには限界があ

り、韓国青少年相談院では独自の問題分類シス

テムを用いている。

韓国の青少年カウンセリングは 1950 年代か

ら生活指導の一貫として学校を中心に始まった

が、その対象者を非行青少年や孤児にまでに拡

フォーラム　子どもの権利研究 2008

大河内彩子（早稲田大学大学院）
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フォーラム　子どもの権利研究2008

大した結果、地域社会へと浸透していったとい

う経緯をもつ。1993 年に青少年基本法に基づ

き国家機関としての韓国青少年相談院が設立さ

れ、2005 年には、各省庁に分散していた青少

年政策担当部局を統合し、青少年の育成と保護

の両方を監督する国家青少年委員会が誕生し

た。現在、韓国青少年相談院もその管轄下にあ

る。韓国青少年相談院の下に、17の市・道（日

本における都道府県）青少年相談支援センター、

127 の市・郡・区（日本の市町村に相当）青少

年支援センターがあり、そのほか全国に 80 あ

る青少年シェルターが、青少年カウンセリング

を提供していている。2007 年には 2,493,976 件

のカウンセリングが行われた。他の省庁傘下の

相談施設や民間団体の相談所も多く存在する

が、韓国の基礎自治体の半数にしか青少年の公

的な相談センターがないため、目下、市・郡・

区レベルのセンターを増やすことが目標である。

このように多様な相談機関があることから、

その連携事業が発足したことは注目に値するだ

ろう。李氏は、韓国で 2006 年に発足した地域

社会青少年統合支援ネットワーク（CYS-Net）

について丁寧な説明を行った。

CYS-Net とは、従来各地域の青少年関連機

関と施設が各自に運営しているサービスやプロ

グラムを相互連携し、危機青少年に個別化され

た専門サービスを提供することで、家庭・学校・

社会への復帰を手助けする 24 時間体制の危機

介入、カウンセリング、治療、自活などを含む

一連のワンストップサービスである。1388 に

電話をすればアクセス者から一番近い青少年関

連機関へとつながる仕組みになっているCYS-

Net の枠組みの中で、一次的には市・道および

市・郡・区青少年支援センター、青少年シェル

ターなどが連携網を形成し、次いで二次安全網

として学校、警察、社会福祉施設、保健所など

が連携している。三次安全網としては、民間団

体が連携し動いている。このような動向の中で、

相談室で来談者を待つ従来の相談モデルから脱

皮し、地域の青少年を直接訪問し持続的に支援

する青少年同伴者（Youth Companion）の活動

が活発になり、現在 440 人の青少年同伴者が

37のセンターで活動している。

韓国青少年相談院の事業としては①カウンセ

リング・支援政策・プログラム開発②青少年カ

ウンセラー養成・教材開発および資格制度の研

究・運営③ピアカウンセラーの養成と全国的組

織網の構築④青少年問題専門家のボランティア

活動の支援⑤青少年同伴者プログラムの支援⑥

親教育プログラムの開発・出版⑦青少年品性啓

発プログラムの普及と講師養成⑧危機介入の質

を向上させるための研究・事例発表⑨インター

ネット中毒専門カウンセラーの教育・実施⑩市・

道・郡・区の青少年相談支援センターの職員に

対する教育および研修提供⑪市・道・郡・区の

青少年相談支援センター運営の支援⑫青少年カ

ウンセリングの広報⑬個人・グループ・電話・

サイバーカウンセリング、心理検査など多様な

カウンセリングサービスの提供⑭危機青少年緊

急救助システムの構築を支援するための事例管

理、緊急救助および一時保護マニュアル製作・

普及、早期発見ネットワークを普及するための

教師支援団運営、CYS-Net の拡大⑮自活プロ

グラム普及事業の展開、の 15 項目があげられ

る。青少年カウンセラーは、韓国で子ども相談

に関する唯一の国家資格であり、非常に難しい

資格となっている。筆記・面接試験を突破でき

るのは受験者のうち 15％ほどで、合格後も 100

時間の研修が課せられている。親教育プログラ

ムについては、親子間の会話の希薄化を防ぐた

め、親から子どもへメールを送ろうというキャ

ンペーンを展開した。
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青少年カウンセリングの課題は、①問題カウ

ンセリングから適応カウンセリングへの移行②

グループカウンセリングの強化③需要者中心の

カウンセリングへの変化④予防の重要性⑤早期

介入の重要性⑥カウンセリング学成立の必要性

⑦学会の活性化⑧青少年カウンセラーの養成と

教育の専門化、という８項目があげられる。

このような報告に加え、李氏は、早期留学の

ため他文化にも韓国文化にも馴染めない青少年

の存在や、母子留学のため父親だけが韓国にい

る分離家庭といった韓国特有の問題にも言及

し、そのような問題にも対応できる体制が必要

だと強調し、報告を締めくくった。

子ども相談の実践と権利擁護（金敬姫／木浦大

学子ども学教授）

金氏は、９歳までの子ども相談の現状と課題

を①子ども虐待②施設に保護された子ども③多

文化家庭の子どもに注目し、「権利」をキーワー

ドとして以下のように報告した。

子ども相談とは、多様な問題の中で子どもが

肯定的な精神健康を保てるように手助けするこ

とを目標に、問題を抱えている子どもの力にな

るため、教育または治療の分野で、子どもの最

善の利益を考慮しながら、積極的に介入するこ

とである。その子どもの相談には子どもの参加

が必須条件だが、韓国においては子どもの権利

を中心とした子ども相談が不十分である（この

点については新山恵里子『フォーラム　子ども

の権利研究 2008 ～子どもにとっての安心、岐

路に立つ子どもの政策を考える～』で詳述）。

韓国では、子ども虐待の早期発見のため、子

どもの日常生活と密接な関連がある教師、医者、

福祉施設職員、児童福祉指導員および社会福祉

専門員が子ども保護専門機関への通告義務者と

指定されている。しかし、虐待通告に関する順

序は具体的に提示されているが、虐待を受けた

子どもと虐待者に対する治療、事後処理に関し

ては具体的説明がされていない。また、子ども

虐待予防センターを設置し、応急措置の必要性

および緊急性を判断できるように専門相談員を

配置し運営しているが、相談員の数が足りてい

ない。このように、現在の国家施策は発生経緯

や措置の過程に重点がおかれているが、虐待さ

れた子どもは発達上困難を抱えるケースが多い

ため、相談は必須である。そして、この相談は

子どもの権利条約第６条の子どもの生命権と発

達権を保障する次元での相談でなくてはならな

い。

施設に保護された子どもは、入所後もその多

くが困難を抱えている。韓国の児童福祉施設の

多くは民間団体に委託運営されているため、政

府の効率的支援体系が成立しておらず、施設の

子どもの相談が活発に実行されていないことが

理解できる。相談員と子どもの間の愛着関係に

着目し、子どもの発達権、生存権、保護権、参

加権を保障するために相談が行われる必要性が

あり、施設職員の相談訓練が求められている。

韓国においても国際化に伴い多文化家庭とい

う新しい家族形態が増加しているが、多文化家

庭の子どもはアイデンティティを確保しながら

生活していくのに困難を感じている。事実、実

態調査から、多文化家庭の子どもは家庭や学校

教育において困難に直面し、早期に社会的疎外

を経験する可能性が高いことがわかっている。

よって、親と子ども、そして家族全体の質を向

上させるために相談が必要である。

金氏は上記のように子ども相談の必要性を主

張したあと、子ども相談における子ども、親、

そして子ども相談員の権利について検討した。

子ども相談では、子どもの生存権、相談員の

保護権、子どもの参加権が尊重される。相談員
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は相談場面で、子どもが安全で自由な環境で自

分を表現できるように促進、保護する役割を果

たす（保護権）。相談を受ける子どもは一次的

に置かれている環境のために評価を受ける（生

存権）。そして、評価された状態により、相談

員が相談目標を設定し、相談計画を立てた上で

相談を進行する（発達権）。この時、子どもは

相談に自分の参加意思を明確にする権利がある

（参加権）。

また親の権利として、子ども相談を要求する

権利、子どもに関する情報を詳細に報告する義

務があげられる。そして親には、相談計画を樹

立する過程に参加する義務と権利があり、子ど

もに対する評価結果を知る権利、相談に親の参

加意思を反映する権利がある。これは親が積極

的に相談に参加することで、子どもの成長発達

を促進させることができるからである。

さらに子ども相談員の権利として、訓練を受

ける権利がある。そのほか、必要な場合は地域

社会および学校に協力を求める権利があり、私

生活が保護される権利も持っている。

以上のような検討の結果、金氏は、虐待を受

けた子どもと施設の子どもは、要保護児童の範

囲で、そして多文化家庭の子どもは、文化的多

様性と権利保障という視点から、子どもの生存

権、発達権、保護権そして参加権が保障される

よう、子ども相談が必要とされているとした。

そしてそのためには、子どもの権利進展に相応

しい新たな政策推進が必要であると強調した。

特別発言（安東賢／漢陽医科大学教授・子ども

の権利学会会長）

安東賢氏は特別発言として、子どもと青少年

の問題が国の施策や研究領域、民間の実践にお

いても、日本と同様に明確に区別されている現

状について説明した。学齢前の子どもおよび学

齢期の要保護児童は保健福祉部、青少年は国家

青少年委員会、幼稚園から高校までの学齢期は

教育人的資源部が担当している。

また、最近の韓国で最も注目されている問題

は、子どもの改姓についてであると紹介した。

2008 年１月に民法が改正され、両親の離婚や

再婚に伴う子どもの改姓が認められたが、果た

してそれが子どもの福利に合致するかが大きな

問題となっている。

さらに安氏は、子ども相談において、子ども

の権利を保障するための倫理綱領や指針の制定

が不十分であることを指摘し、このような点か

らも、子ども相談や青少年相談について、関心

が高くなることが期待されると結んだ。

（２）日本からの報告
子ども相談の実践と課題（斉藤富由起／千里金

蘭大学・スクールカウンセラー）

韓国側の報告受け、斉藤氏は臨床心理士養成

課程で人権や子どもの権利について学ぶ機会は

ないことを確認してから報告を始めた。

まず、日本の子どもたちの状況を取り上げた。

放課後、遊びをする際の集団構成人数や異年

齢集団遊びの機会の減少など、遊びの環境が変

化している。さらには「○○と遊びたい」とい

うことではなく「××を知っている子と遊びた

い」というように遊びの質も変化し、試行錯誤

体験が減少している。また逸脱行為の現状とし

て、青年期における「いじめ」と「深夜徘徊」

の経験率の高さが指摘できる。この点について、

非行少年よりも一般少年の方の「いじめ」経験

率が高い割合を示すことから、「暴力の正当化」

や「世の中へのあきらめ」といった要因を分析

するだけでは疑問が残り、この背景を考察する

ことが子ども相談の有力な手がかりになるだろ

う。
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斉藤氏の、日本の子どもたちは学校生活をど

う感じているのかという課題を①学校が楽しく

学校に行きたくないとは思わない（A郡）②学

校が楽しいが休みたいと思う／学校が楽しくな

いが休みたいとは思わない（B郡）③学校が楽

しくなく休みたいと思う（C郡）の学校適応度

により検討した調査は非常に興味深い。この３

郡には居場所感について明確な違いがでた。学

校の中で落ち着く場所の答えとして、小中学生

ともに、A郡は「教室」という回答が多いのに

対し、C郡は「ない」や「トイレ」といった回

答が多数を占めた。また学校を休まない理由と

して、A郡は「友人関係」をあげるのに対し、

C郡は「親や家族が心配するから」という回答

を他の郡よりも多くした。このような状況の中

で子どもたちが感じている学校ストレッサーの

代表的なものは、①先生との関係②友人関係③

学業④部活・委員会活動があげられる。

次に斉藤氏は子ども相談の現状をスクールカ

ウンセラーの側面から分析した。

スクールカウンセラーの役割は、学校の教育

相談機能の向上であり、教育相談部会に所属し、

さまざまな取り組みを行っている。実際、スクー

ルカウンセリングの相談件数は「話し相手」が

最も多く、続いて「不登校」「いじめ」「特別支

援教育（発達相談）」「教師の抑うつ対応」となっ

ている。このような中で、スクールカウンセリ

ングモデルも変化を求められている。第一に、

閉鎖的モデルからの脱却である。現在スクール

カウンセラーが相談室に閉じこもって面接だけ

をするというモデルは修正を迫られており、実

際には家庭訪問や授業参加も行っている。第二

には、予防的モデルやストレスマネジメントモ

デルへの移行である。子どものストレス反応を

予防するためにはソーシャルサポートのうち実

践サポート（実際に解決を図るサポート）より

も知覚サポート（相談すればどうにかしてくれ

ると信じられるサポート）の方が有用であると

いう研究結果がある。第三には、居場所アプロー

チとソーシャルスキルトレーニングの多様さで

ある。前述のような遊び環境の変化により社会

的技能を学ぶ機会の確保が指摘されており、技

能を自然に学べる居場所自体の活性化が必要と

されている。また前述の学校適応度調査で C

郡に属する子どもは、感情、特にネガティブな

感情をコントロールできる力を欲しており、対

応が必要である。

日本の子ども相談の課題としては、国家資格

ではないスクールカウンセラーの専門性の不明

確さ、守秘義務の問題、学校との関係性があげ

られる。また、一見、学校も適応し、家庭でも

問題がないにも関わらず、なぜか自傷行為や抑

うつ傾向を見せる子どもたちが日本には多く見

られる。これは幼少期より素直な感情表出を封

じられ、自分の問題を軽視されてしまうような

環境にいたからではないか。このように子ども

を無効化してしまう環境は子どもの権利とは対

極にあり、「子どもの権利が守られる環境」が

大切である。実践課題としては①チーム・アプ

ローチ②「変化のための受容」でなく、存在そ

のものの受容③「雑談」を軽視しないこと④個

別対応と集団対応のバランス⑤地域社会の取り

組みと積極的に関わることの５つがあげられる。

（３）質疑応答
質疑応答では、日韓両国の子ども相談に関す

る資格制度と急激な社会変化への対応に質問が

集中した。

資格制度については、李氏が青少年カウンセ

ラーの資格について補足を行った。カウンセ

ラーには３～１級があり、３級は教育学や心理

学の学部卒生に受験資格がある。２級は修士号
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を持つ者もしくは３級合格者で３年以上の臨床

経験がある者に、１級は博士号を持つ者もしく

は２級合格者で３年以上の臨床経験がある者に

受験資格が与えられる。資格授与にあたっては

実務経験を重視しているということであった。

さらに金氏が他機関における資格制度について

説明をした。子ども保護専門機関では社会福祉

士が子ども相談を担っている。そのほか、学会

により資格を授与している場合があり、各機関

で認められている。日本の臨床心理士の資格に

ついては、指定された大学院の心理学科を卒業

した後、臨床を１～２年経験すると受験資格が

与えられる。スクールカウンセラーの試験には

面接試験があり、その後研修が年６回課せられ

ると斉藤氏が補足した。

急激な社会変化への対応として、金氏は親教

育を学校や地域でシステムとして行うべきだと

示唆した。韓国の施設においては子ども参加が

実現されておらず、親を説得する必要性がある

からである。そして子ども相談には①家庭②学

校③地域の協力が必須であり、子どもの理解が

何よりも重要だと強調した。また李氏と金氏は、

学校の外側にいる青少年について言及し、対応

の必要性を述べた。

２． 特別講演「子どもの権利をめぐる国際動向

と子どもの権利委員会」

特別講演として、李亮喜氏（成均館大学教授、

国連・子どもの権利委員会委員長）より、子ど

もの権利条約と子どもの権利委員会の活動、そ

して人権分野で生じている最近の傾向、さらに

子どもの権利委員会および人権に関わる諸機関

がこれから何をしようとしているのかについ

て、報告があった。（平野裕二「李 亮喜さん（国

連・子どもの権利委員会委員長）特別講演「子

どもの権利をめぐる国際動向と子どもの権利委

員会」」いんふぉめーしょん子どもの人権連

113 号（2008 年３月号）参照）

３． シンポジウム「子ども関係法の『改正』と

子どもの現場 ?岐路に立つ子ども政策」

第２日目は、広沢明氏（明治大学）と佐々木

光明氏（神戸学院大学）のコーディネートのも

と、福祉、少年司法、教育をめぐる法改正が子

ども政策にどのような方向づけを与えているの

か、子どもの現場ではこれらをどう受けとめ対

応しているのかについて、実践的かつ総合的な

検証が行われた。各分野の実践家が報告を、研

究者が特別発言を担う形で進められた。

（１）児童福祉関係法の改正と福祉の現場
―児童虐待防止法の改正を中心に
報告１（佐藤隆司／厚木児童相談所）

児童福祉司である佐藤氏は、現在の児童福祉

現場が抱える問題と改正児童虐待防止法の実務

上の問題について、以下のように、多くの疑問

を投げかけた。

児童福祉現場には、100 件以上の相談（うち

２～３割が虐待事例）を児童相談所職員が抱え

ているオーバーワークの問題と様々な問題を抱

えた子どもが同じ空間にいる児童福祉施設の問

題があり、既存のシステムでは限界が来ている。

また 2005 年度の児童福祉法改正に伴い設置さ

れた市町村児童相談窓口については、市町村に

よる格差とスーパーバイザーの不在という問題

がある。さらに、現行の保育の枠組みに合わな

ければ、「保護」になってしまう制度には疑問

があり、保育サービスの多元化が求められてい

る。同じく 2005 年度から設置された要保護児

童対策地域協議会の運営は試行錯誤段階であ

る。

2008 年４月から施行された改正児童虐待防
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止法の実務上の問題として、面会・通信制限お

よび接近禁止そして立入調査にどれだけの事案

が当てはまるのか、疑問がある。さらに、両者

ともに行政処分であるため、通知後に親の聴聞

機会を確保しなくてはならない。これでは緊急

性にかけ、その中で子どもの権利をどう保障し

ていくのかという問題が残る。関連する警察と

の連携については、親が刑法に触れるような場

合は、通告先が警察でも構わないのではないか。

これは、親にとって児童相談所が関わる理由が

理解しやすく、暴力に対して無防備な側面を持

つ児童相談所としても利点がある。

しかしながら、そもそもの問題として、親子

の保護・支援をやっている機関が介入まで担う

ことについての疑問があると佐藤氏は強調し

た。

特別発言１（吉田恒雄／駿河台大学）

吉田氏からは児童虐待防止法の改正点と改正

までの議論について以下のような補足説明がな

された。

今回の法改正は、①児童相談所の立入調査の

強化②面会・通信等の制限の強化③指導に従わ

ない保護者への措置の明確化の三点が主要な改

正点である。立入調査権限が強化された点につ

いては、全てを警察に任せるという意見もあっ

たが、始めから親を犯罪者扱いすることに対し

て疑問があり、児童相談所主導のシステムと

なった。また、臨検又は捜索前に裁判所が関わ

る理由は住居不可侵の原則と令状主義のためで

ある。このため、濫用禁止規定があり、レアケー

スを想定している。面会制限については、親の

権利を即時制限する目的と、親を児童相談所の

指導に従わせる動機付けという側面がある。裁

判所がケア命令等に処すことができる諸外国の

システムを導入することも考えられたが、法務

省とのすり合わせがうまくいかず、段階的に親

の権利を制限していくことで子どもの安全確保

を図ることになった。

（２）少年法の改正と少年司法の現状
報告２（須納瀬学／弁護士）

須納瀬氏は少年法改正の大まかな流れを報告

した。

1949 年に施行された少年法は、全ての少年

事件が家庭裁判所に送致される全件送致主義、

検察官の排除、４週間という身体拘束期間の制

限、審判の非公開という保護主義の趣旨で制定

された。しかしながら、2000 年の大規模な改

正によって、場合によって裁判官３人の合議制

になる①裁定合議制の導入と、②非行事実認定

手続きへの検察官の関与および抗告受理申立権

の採用により高等裁判所送致のルートが確立し

た。さらに、８週間へ④監護措置期間の延長が

なされ、再審が可能になる⑤保護処分終了後に

おける救済手続が確立し、少年にとっては不利

益になった。これが顕著に現れているのは、議

員立法で追加された 16歳から 14 歳への⑥刑事

処分可能年齢の引き下げと、⑦原則検察官送致、

そして記録閲覧謄写や意見聴取という⑧被害者

配慮のための手続である。

さらに 2007 年の改正では、14 歳未満の触法

少年に対する警察官の調査権限が導入され、逮

捕はできないものの、重大事件に限り捜索・差

押えが可能となった。また、少年院送致年齢が

14歳から「おおむね12歳以上」に引き下げられ、

保護観察中の遵守事項違反を行った少年へは再

審後、少年院送致が可能となった。さらに現在、

改正に向け審議されている事項は、被害者等に

よる少年審判の傍聴と被害者等による記録閲覧

及び謄写の範囲拡大である。このような改正は、

一部の重大事件に限ったものとはいえ、少年法

の目的条項の実質的変更と言わざるをえない。
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このような改正の理由として少年事件の凶悪

化が叫ばれているが、実際は凶悪化も増加もし

ていないことを須納瀬氏は指摘し、少年司法の

課題として、子どもの権利条約第 37・40 条の

具体化と保護主義の充実化を、実践的課題とし

て、国選付添人制度拡充による適正手続の保障

と裁判員制度導入のもとでの少年審判のあり方

への十分な議論をあげた。

特別発言２（梅澤秀監／都立雪谷高校定時制教

諭）

梅澤氏は、「ゼロトレランス」という言葉に

敏感に反応し厳罰化の流れにある教育現場の現

状を説明したうえで、教育現場と少年司法の関

係について以下のように特別発言を行った。

文部科学省「問題行動を起こす児童生徒に対

する指導について」（通知）に、体罰が一部容

認される記述があったが、教員が生徒を殴るこ

とが許されるわけはない。大人と子どもとでは

接し方が異なるのが一般的であることを理解し

た上で、生徒指導や懲戒を行うことが大切であ

る。そこで、教育基本法と目的を同じくする少

年法の理念を教員に理解させるとともに、教員

希望の学生にも教えるべきである。そのために

は、教員には少年法の研修を受けさせ、教職課

程の中の「生徒指導の理論及び方法」という科

目の中心に少年法を置く必要がある。

特別発言３（佐々木光明／神戸学院大学）

佐々木氏は 2000 年と 2007 年の少年法改正

における国会審議課程に注目し、そこに欠けた

視点を指摘した。一つは子どものニーズという

視点であり、二つは社会構造的な子ども問題と

いう視点である。この二点が欠けた結果、わか

りやすく社会的インパクトのある厳罰化が加速

することとなったと分析した。（この点、新山

恵里子『フォーラム　子どもの権利研究 2008

～子どもにとっての安心、岐路に立つ子どもの

政策を考える～』で詳述）

（３）教育関係法の改正と学校現場
報告３（永田裕之／神奈川県立藤沢総合高校・

神奈川教育法研究会）

永田氏は、厳罰主義の波の中で学校現場はど

うなっているか、そしてどうあるべきなのかを

以下のように報告した。

教育基本法および教育三法（学校教育法、教

員免許法・教育公務員特例法、地方教育行政法）

改正により、知事の発言が簡単に実現するなど、

校長を通じて、行政のことが学校内部にスト

レートに入るようになった。また、ゼロトレラ

ンスの一環として、学校と警察との連携体制が

出来上がり、体罰容認通知も文部科学省から発

せられるまでになっている。大きな変化として

は、懲戒基準の強化があげられる。何を罰する

のかを細かく明示し、守らない場合は懲戒を課

すというシステムが求められている。このよう

な流れの中で、懲戒における適正手続きは必須

であり、厳罰主義に対抗する支援主義の取り組

みが注目される。スクールソーシャルワーカー

の導入は、機能すればあらゆる意味で学校に変

化をもたらすだろう。専門家がチームを組んで

対応していくことがこれからの学校像であり、

その点でソーシャルワーカーの持つ地域に開か

れるという特徴は強く、面白い試みと言える。

支援教育実践の展開が実践的に求められている

ことであり、単位制のもとで参加型の生活指導

も課題の１つとしてあげられる。

特別発言４（喜多明人／早稲田大学）

喜多氏は、教育関係法の改正により、教育の

国家管理が進み、教育へ市場原理が導入された

と指摘したうえで、その影響下にある学校現場

への対策を以下のように訴えた。

問題行動への「毅然たる対応」や犯罪行為の
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「可能性」があれば警察と連携するなど、ゼロ

トレランスは、「安全」を盾に人権を制限する

側面がある。そのような子どもの権利への制限

をも厭わない理念が政策に反映した以上、政策

として支援主義を対峙させる必要がある。その

一つは学校の福祉的支援の強化であり、そのた

めには専門職と教員の協業できる関係性が課題

である。

（４）討議
報告終了後、参加者からの質問や提起された

課題に報告者たちが討議を重ねた。

①触法少年と発達障害・虐待経験の関係

発達障害・虐待経験を持つ子どもが触法少年

になりやすいという話の事実関係について、須

納瀬氏は、発達障害・被虐待経験＝非行ではな

く、ケアが不十分だったその結果として非行少

年になる例は多いことに注目し、その側面（事

情）を見て育て直しをする必要性を語った。佐

藤氏と梅澤氏が、学校（特別支援教育）や自立

支援施設においてケアが不十分な現状を付け加

えた。

②虐待親支援について

親支援における民間団体の位置について、佐

藤氏は虐待親のグループ援助など、支援の一環

としてNPOは有用だろうとしたが、一連の相

談援助課程は児童相談所が管理した方がよいと

いう立場をとった。佐々木氏は、少年司法にお

ける社会復帰プログラムが立ち直り支援とは程

遠い現状を指摘し、社会の厳しい目を和らげる

点でNPOは貢献できると期待した。

③被害者の少年審判へのかかわり

被害者が少年審判へ参加することは少年の更

生に役立つのではないか、という問いに対して、

須納瀬氏は、そういう場合もあるが、今回の改

正は少年の更生に役立つか否かという視点でな

されたわけではないと指摘した。被害者の気持

ちありきの参加は裁判官に変化を及ぼし、少年

の更生を第一に考える審判ができなくなるだろ

うと危惧した。

④スポーツと子どもの権利侵害

地域におけるスポーツ指導者などの体罰につ

いて、吉田氏は児童虐待防止法第３条の「虐待」

という文言は広い概念を示すが、理念的な規定

として解釈されるとした。

⑤体罰について

体罰は減っているのか、教員はどう捉えてい

るのかといった質問に対して、永田氏は、減っ

ているという実感があるが、部活の親代わり体

罰など、なくなってはない現状を語った。そし

てその原因の一つに生徒指導の混迷をあげた。

梅澤氏も、生徒指導にはルールがないため、若

手教員が体罰をする教員を見ると影響され得る

ことを指摘した。喜多氏は、教職課程で体罰禁

止は知識として身についているが、実際、学生

や高校生に体罰肯定派が多い現実を示した。

施設内体罰については、吉田氏から、体罰に

よらず養護能力を高めるシステムづくりの動向

が説明された。施設職員の体罰防止に、被虐待

児の暴力誘発活動への視点がある点で、教育と

は違う現状があるとした。親の体罰については、

禁止される虐待とは明確に区別されているとし

た。

⑦厳罰化への対応

コーディネーターから、社会的なキーワード

である「厳罰化」を各領域でどのように受け止

めているかという問いが投げかけられた。

福祉分野の吉田氏は、親にどう対処していく

かが課題であるとした。虐待のレベルもさまざ

まであり、刑事的発想と福祉的発想をどう組み

合わせていくかが問題であると指摘した。さら

に、虐待を構造的に捉える必要性を明示し、経
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済支援や就労支援などの広い視点が必要だと主

張した。

少年司法分野の須納瀬氏は、費用の面に着目

した。厳罰化アプローチは福祉的アプローチよ

りも安上がりである。しかし、厳罰化アプロー

チには、子どもの規範意識が向上するという結

果が伴わず、切捨てでしかない。この政策を続

けていくと、将来的にどうなるのかを考える必

要性があるとした。佐々木氏は、厳罰化を進め

れば、その子にとって何が必要かを考えなくな

る。これは、問題を解決するプロセス＝子ども

の権利回復（権利を認識する）のプロセスを奪っ

ていくことになり、厳罰化によって私たちにも

返り血を浴びる結果になると警鐘を鳴らした。

教育分野の永田氏は、モラルが低下している

実感はないが、開かれた学校づくりにおける地

域の人の目を教員はプレッシャーに感じている

現実がある。結果、軽微なことに反応せざるを

得なくなり、これが進むとゼロトレランスにな

る。つまり、現場にはゼロトレランスを受け入

れる土壌があるため、教員の余裕と生徒の参加

が重要であるとした。喜多氏は、ヤヌス・コル

チャックの「子どもは失敗する権利がある」と

いう言葉を引用し、ゼロトレランスは失敗が許

されない施策であるため、子どもに対して国が

求める子ども像を強いることになると危惧し

た。

最後にコーディネーターから、規制緩和、新

自由主義、市場原理に注目し、今日の法改正を

どう捉えるかということも重要な課題だと提示

され、フォーラムは閉幕した。
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第8回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業報告

昨年度の成果と課題として次の 5点があがっ

ている。

・スタッフの自主性と柔軟な対応が、子どもと

楽しい時間をつくる

・スタッフのスキル・ノウハウの共有化がすす

む

・「障害」のある子どもたちにとっての居場所

作りへの前進

・「障害」のある子どもの受け入れ体制づくり

の課題

・「障害」のある子どもやその家族への支援が、

まだまだ整備が必要な現実

これらを受けて 2007 年度のたまごクラブの

企画が始まった。本年度から、新たにスタッフ

として参加する 3名を交えて、方針を考えてい

くことになる。去年まで支援される側にいたア

ツオが、今年からスタッフとして子どもたちを

支援する立場で参加することが大きな楽しみで

ある。

参加する子どもたちにとって安全で居心地の

いい時間を過ごしてもらうことを第一に考え

て、スタッフの柔軟な対応やスキルやノウハウ

の共有化を大切に運営していこうと話を重ね

て、当日を迎える。

　

（１）夏のART ONたまごクラブ

・開催日　　　8月 9日・16日・19日・21日・

26日（うち 21日は親子バーべキュー）

・参加人数　　69人

・スタッフ　　30人

（２）冬のART ONたまごクラブ

・開催日　　　12月 28日・29日

・参加人数　　6人

・スタッフ　　6人

（３）一日の主な日程

８：00～９：00　  ミーティング・準備

９：00～　　　　  迎え入れ

長期の休みに、障害のある子どもたちが同

世代の仲間と一緒に、表現活動や自然の中で

の遊びなど、人との関わりの中から自分のし

てみたいことを実現するプログラムと、障害

のある子をもつ保護者同士の交流を深める場

づくりをおこなうプログラムを 2004 年夏よ

り実施。

１．2007年度のART ONたまごクラブ

ART ONたまごクラブ

森のアトリエ
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